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中村警察署
052-452-0110
亀島交番

秋の安全なまちづくり県民運

事件・事故 緊急事案は１１０番！！

事件解決のキーワードは

「素早い速報」です！！！

次のような時は、迷わず、落ち着いて

すぐに１１０番をしてください。
・強盗などの被害にあったり、目撃した。

・ドロボウに入られたり、

ドロボウが逃げるのを目撃した。

・ひったくり被害にあった、ひったくりを目撃した。

・見かけない人が、家の中をのぞいている。

・指名手配犯人によく似た人を見かけた。

・ひき逃げ事故にあった、ひき逃げ事故を目撃した。

緊急性のない相談は

警察相談専用電話「♯９１１０」へ
令和6年１月～11月中の１１０番通報件数は544,395件です。

その中で、緊急性のない警察への問合せ等の１１０番通報

が、全体の21.3％に当たる115,914件通報されており、

事件・事故への素早い対応を遅らせる原因となっていま

す。

「♯９１１０」のかけ方

ご家庭の電話（プッシュ回線のみ）や公衆電話、携帯電話で

「♯９１１０」をプッシュすれば、愛知県警察本部の住民コー

ナー（但し、愛知県内で発信の場合）につながります。

ご家庭の電話がダイヤル回線である場合は ０５２－９５３－０１１０

におかけください。

＜１１０番の際に伝えてほしい６項目＞

①何があったのか…事件なのか、事故なのか内容を簡単にお話しください

②それは、いつなのか…何時ごろの出来事か、何分くらい前のことかをお話しください

③その場所は、どこなのか…現場の所在地や目標となるものをお話しください

④犯人は、どうしたか…犯人の人数、人相、服装、何を利用してどこへ逃げたか

⑤被害の状況…けがの程度や盗まれたものをお話しください

⑥あなたの住所、氏名…ご自分の住所、氏名、電話番号などをお話しください


